
通常・短時間の区分欄は、通常の加入者は1、短時間労働加入者は２に○をしてください。また、届け出る算定基礎月におい
て支払基礎日数が17日未満（短時間労働加入者にあっては11日未満）の場合、その月の報酬月額は0円と記入し、平均額
の算定から除いてください（3か月とも支払基礎日数が所定日数未満の場合は標準報酬月額改定の対象となりません）。
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